
着手の 60日前までに提出

---埋蔵文化財の取り扱いの流れについて埋蔵文化財の取り扱いの流れについて ---

袋井市内で開発を計画

埋蔵文化財の所在の有無の照会

窓口 電子申請
（Graffer）

メール ・ FAX
電話

試掘調査依頼書の提出
①袋井市宛依頼書
②位置図と案内図
③土地所有者の調査承諾書

文化財保護法に基づく
書類提出の必要なし
工事中に新たに埋蔵文化財
が発見された場合には市文化
財係へ連絡してください。

範囲変更
なし

範囲変更
あり

埋蔵文化財の保存を前提に開発内容の再検討

行政による遺跡範囲変更の検討

埋蔵文化財の保存ができる内容で
　『文化財保護法第 93条に基づく届出』 を行う

開発計画地の範囲が分かる地図（住宅地図）を添付

遺跡範囲の中 遺跡範囲の外

埋蔵文化財が
見つかった場合

現地で埋蔵文化財が
見つからなかった場合

市職員が確認

必要な場合は試掘調査を実施

届出に対する指示内容
　①遺跡を保存できない場合は発掘調査指示
　②市職員の工事立ち合い指示
　③慎重工事指示
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埋蔵文化財に関するお問い合わせ先
袋井市文化観光交流課　文化財係
TEL：０５３８－２３－９２６４

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuroi/smart-apply/apply-procedure-alias/maizou-bunkazai/door

電子申請
（Graffer)


